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　　　お取引先様　各位
  

　　　　土壌汚染対策法　　のお知らせ

　環境省は、土壌汚染による健康影響の懸念や対策確立への社会的要請が強まっている中、国民の安全と安心の

確保を図るため、「土壌汚染対策法」を5月29日に公布し、2003年1月の施行を目指しています。この法律では特定の

市街地の工場や事業所の跡地について、土壌汚染の調査と浄化が義務付けられています。シアテックでは、蓄積し

た経験と技術を駆使し、安心・信頼できるサービスを提供いたします。当社営業部または事業所までご連絡下さい。

　　

　　　　豊かで潤いのある社会づくりに貢献する  　　担当 本社営業部

　　　総合建設コンサルタント 　　　ＴＥＬ　： （０８９７）３７－５９２１

　　　株式会社　シアテック 　　　ＦＡＸ　：　（０８９７）３２－５９７９

　　　 ＩＳＯ９００１認証：　MSA－QS－706

　　　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｉａｔｅｃ．ｃｏ．ｊｐ E-mail：  ｃｔｌ＠ｃｉａｔｅｃ．ｃｏ．ｊｐ

◇趣 旨 特定有害物質による土壌汚染の状況把握及び、土壌の汚染による人の健康被害の防止に関する
措置を定める等により土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護する。

◇対象物質 鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質（放射性物質を除く）であって、それが土壌に含まれる事

土 壌 汚 染 対 策 法 の 概 要

土壌汚染の状況調査
①使用が廃止された「特定有害物質の製造、使用又は処理をする水
質汚濁防止法の特定施設」に係る工場・事業場の敷地であった土地
（土地の利用方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがないと都道府県知

事が確認した時を除く。）

②都道府県知事が特定有害物質の土壌汚染により、人の健康被害が

①又は②の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況につい

て、環境大臣の指定を受けた機関（指定調査機関）に調

都道府県知事
報 告

※指定区域の指定・公示

土壌汚染状態が基準に適合しない土地

土壌汚染による健康被害の防止措置

※ 汚染の除去等の措置命令

○指定区域内の土壌汚染により人の健康被害

が生ずるおそれがある場合

○都道府県知事は土地所有者等（※の場合に

は、汚染原因者）に対し、汚染の除去等の措置

を命令（※汚染原因者が明らかである場合で

※ 土地の形質変更の制限

○指定区域内で土地の形質変更をしようとする者

は、着手日の１４日前迄に都道府県知事に届出が

必要

○都道府県知事は、施行方法が環境省令で定め

る基準に適合しないと認めるときは、届出を受理し

た日から１４日以内に限り、その施行方法に関する

命 令

命令を受けた土地所有者等は、汚染原因者に対し汚染除去等に要した費用を請求可能

指定調査機関とは
技術的能力を有し、環境省令で定める
基準に適合する調査事業者の申請によ
り環境大臣が指定調査機関として指定

指定支援法人
汚染の除去等の措置を講ずる者に対して
助成を行う地方公共団体に対する助成金
の交付等の業務を実施。また、このための
基金を設置。


